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本書は不平等や格差研究の第一人者である著者

の３作目である．本書で不平等を国際比較の枠組

みから検討する意図はどこにあるのか．「他国に

比べて日本は」と問うとき，無意識の日本特殊論

が存在すると著者は指摘する．何が異なってい

て，それによってどう特殊なのかを語るには，単

に違いを見つけるだけではなく，共通することを

認識する必要があると主張する．したがって，国

際比較をする際には，できるだけ比較が可能な

データを用いることが必要である．なぜなら既存

のデータを利用する場合，各国でデータの収集方

法が違っていたり，調査対象が違っていたり，シ

ステムそのものが異なっていたりすると，違いが

生じるのは当然だからである．しかし，それに

よって特殊性を結論付けるのは間違いであり，

データの比較可能性を高めるという努力を惜しま

ないことが重要であることを教えてくれる．本書

は，欧米と比較して日本は特殊であると語られて

きた言説に，日本対その他欧米諸国という構図で

はなく，それぞれの国の社会的，経済的，政治的，

歴史的背景を視野にいれた比較分析を行なうこと

で，安易に日本の特殊性を受け入れるのではなく，

日本が一体どこに位置するのかを厳密に分析しよ

うと試みたものである．

1990 年代終わりから，日本でも格差論が唱えら

れるようになり，それまで一億総中流社会である

と信じていた人々にとって大きな衝撃となった．

その格差と不平等という概念について，著者は非

常に似ているが同一ではないと説明する．「格差

は格付けされた差としての価値判断が介入するも

のの，より計測可能性を強調した概念であり，良

し悪しの判断に裁量の余地が大きい」ため，「格差」

は悪くないと主張できても，「不平等」は悪くない

と真っ向から言いにくい．そのため政府や官公庁

は「格差」を好んで使用し，その存在を悪くない

とする．しかし，著者によれば「格差には量的な

差を超えた，不条理，不平等の概念が介在する．」

たとえば，男女間の賃金格差を実証的に捉えよう

とした場合，どんなに個人属性などの変数をコン

トロールしようとも説明しきれない差が残り，そ

の差こそが不条理な残余であり，不平等の目安で

あると述べている．そこで本書では，他国との比

較のなかから日本の不平等はどの程度なのかを確

かめようというのである．本書で比較を行なった

対象国は，アメリカ，イギリス，イタリア，フラ

ンス，ドイツ，スウェーデンといった欧米６カ国

にアジアから台湾を加えた７カ国である．日本の

データは国民生活基礎調査，他国のデータはルク

センブルグ所得データ（LIS）を用い，テーマとな

る不平等度の比較には，ジニ係数と相対的低所得

率（貧困率）を使用している．

本書は序章と８章から成る．順にみていくと第

１章は，対象の７カ国と比較して，日本はどれく
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らい不平等かを問うている．まず経済格差の視点

から，ジニ係数の推移を用いて比較し，日本は

1980 年代半ばにおいて他国に比べて特に平等で

あったという訳ではなく，そもそも皆が思ってい

たほど平等な国ではなかったと結論づけている．

さらに人々の意識としての不平等感と実際の不平

等度を比較し，日本は他国よりも意識の分散が大

きく，実際の所得格差よりも大きい傾向がみられ

ることが，過敏な不平等感の誘因とする．そこで

また新たな問いが生まれる．他国に比べて日本の

不平等・格差が特に目立つ訳ではないのになぜ日

本人の不平等感が大きいのか．それらを明らかに

するのが次章以降のライフコースに沿ったミクロ

な視点からの分析である．

第２章は，女性の労働参加と経済格差について，

これまで日本の特徴として高学歴女性は就業率が

低く，夫の収入による影響だと言われていたが，

高学歴はフルタイム就労に就きやすい傾向が見ら

れ，夫の収入との関連は認められなかった．ただ，

賃金については他の国々に比べてジェンダー格差

が大きいことが分かった．

第３章は，子どものいる世帯の経済格差を調べ，

未就学児のいる世帯が最も格差が拡がったことを

明らかにしている．そこには子育て支援策の不備

があり，特に離婚による母子家庭の増加によって

格差が拡大している．また，子育て支援ニーズの

階層差を調べると，他国では見られる差が日本で

は見られず，所得の高低に関わらず経済的支援へ

のニーズが高いという特徴があり，政策立案の根

拠を注意深く見極めることを提案している．

第４章は，成人未婚子を前期（20∼ 39歳）と後

期（40歳以上）に分け，成人未婚子のいる世帯の

経済格差を論じている．日本では 1990 年代から

親元を好む未婚子が増加しているが，前期と後期

では貧困率に差が見られる．すなわち後期成人未

婚者は親と同居であろうとひとり暮らしであろう

と前期成人未婚者よりも貧困率は高い．また，ひ

とり暮らしの場合，女性の貧困率は高いが，前期

から後期への上昇率は男性の方が大きい．つまり

これらの結果から女性だけでなく男性も生涯未婚

でひとり暮らしをすることが貧困リスクを高めて

いることを指摘し，今後このような状況がさらに

進むと予測されるなか，高齢期の貧困対策に警鐘

を鳴らしている．

第５章は，性別役割分業や母親の就労に対する

人々の意識を他国と比較している．ここで著者は

エスピン・アンデルセン（Esping-Andersen）の

福祉国家類型を用いて比較し，人々の性別役割分

業に対する意識が福祉国家類型と必ずしも連動し

ていないことを示した．その上で人々の性別役割

分業意識を規定するものは，ジェンダーによる意

識構造の差であることを明らかにしている．日本

において，男性は女性に比べて性別役割分業に肯

定的であるというジェンダー差だけが有意に効い

ている．しかもそれは学歴や就労状況などによる

階層化とは連動していない．著者は日本の意識構

造が属性によって階層化していないことを最も重

要な知見であるとする．

第６章は，高齢者のいる世帯の経済格差につい

て，日本の貧困率はアメリカに次いで高く，特に

高齢単身女性の貧困率は男性の倍である．しか

し，2000 年時点で高齢単身女性の貧困率は改善さ

れてきており，社会保障制度の充実による効果が

見られている．ただ，この状況が今後も続くとは

いえず，年金改革における所得保障代替率の引き

下げや未婚者の増加など貧困問題は依然として深

刻な課題だと指摘する．また高齢者の就業率が高

い日本は，高齢者世帯での所得格差を広げる原因

となっている．したがって，高齢者のなかでの差

異に即した再分配の政策を検討すべきだと主張す

る．

第７章は，ひとり暮らしと三世代世帯の高齢者

について，経済リスクを検討している．日本型福

祉社会は家族を含み資産として機能してきたが，

ひとり暮らしや夫婦のみ世帯の割合が上昇して三

世代世帯が減少していることから，今後の社会保

障制度の方向性を見直す必要が出てきた．それで

も他国と比べると，日本と台湾は依然として子ど
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もと同居する高齢者は多く，過半数を超えている．

ただ高齢者のいる世帯と 65 歳以上世帯主の世帯

には違いがあると著者は指摘する．日本の高齢者

は自身が世帯主となる割合が上昇しているが，台

湾では高齢者自身が世帯主となる割合が少ない．

すなわち日本の場合は台湾のそれと異なり高齢者

が家計を支える傾向が増えている．

第８章は，全体をまとめて，人々の生き方と不

平等について論じている．そこで，著者は「不平

等の背景となる構造は社会の仕組みに根ざしてお

り，それはわれわれが作り出したものである」「だ

からこそ，不平等の程度はわれわれがコントロー

ルすることができる」と言い切る．そして本書の

リサーチクエッションに対しては，国際比較の結

果，日本の不平等度は，飛びぬけて高くも低くも

ないと結論づけている．ただ，そこに日本の特徴

が３つ見出されたという．第１に，日本では人々

の意識の分散が実態よりも大きい，第２に，日本

は他国に比べ，労働市場や家庭内のジェンダー格

差が大きい，そして第３に，日本の生涯独身者，

ひとり暮らし，ひとり親世帯での貧困率の高さが

目立つ，という点である．

最後に，著者が国際比較によって見出した日本

の３つの特徴について，著者の解説に若干の注文

をつけたいと思う．まず，日本では人々の意識の

分散が実態よりも大きい理由として，著者は格差

や不平等に対する議論への不慣れさを挙げてい

る．不平等という「古くて新しい社会問題」に対

して，「意識の大きなブレ」が生じたからだという．

しかし，日本にも以前から不平等論はあったとす

れば，社会問題を格差・不平等から捉えることに

慣れていないというだけではいささか説得力にか

けるように思う．「意識の大きなブレ」とはどの

ようなことを意味するのか，もう少し踏み込んだ

解説があればよかったと思う．

２つ目は，日本ではジェンダーの格差が大きい

ことから，「究極的にはすべてのものが何らかの

形で就労参加する」ことを前提として，社会制度

を再構築することが福祉国家の立て直しにつなが

るという著者の主張について，確かに，個々の属

性に関わらず，あるいは人々の生き方に関わらず

生活保障を獲得することができれば理想ではある

が，その前提がすべてのものが就労参加するとい

うことは果たしてどうであろうか．さまざまな心

身の状態によって働きたくても働けない人々につ

いては言及されておらず，究極とはいえあまりに

も論点をジェンダーに単純化している点が気に

なった．

３つ目は，著者が日本は「生涯独身で居ること

のペナルティが大きな社会」と断じている点であ

る．その理由として「何が家族であるかの定義が

柔軟でなく，基本的生活保障機能を提供すべき家

族の役割を大きく設定している」ため，若者は自

分の家族をつくろうとせず，親元に居続けること

で，親に頼る期間が長くなり家族に依存する状況

を生むからだとする．「家族の定義が柔軟」とは

どういうことか，柔軟であれば貧困を防ぐことが

できるのか，また生涯独身者の貧困リスクはペナ

ルティなのか，ここではもう少し丁寧な解説が欲

しかった．

一方，高齢者のなかでの差異に即した再分配の

政策の必要性を訴えている点は，非常に重要な指

摘である．著者の主張するように，高齢者をただ

扶養の対象とするような余裕はわれわれにはもは

やなく，さりとて人生の先輩である高齢者への待

遇を粗末なものにすることは誰にとっても望まし

いことではないからである．さらに，貧困を格差

のなかで相対的に捉えることの意義について，わ

れわれ自身の問題として位置づけることが可能に

なるからだとする．本書に一貫して流れる著者の

主張は，まさにここにある．貧困は個人の責任だ

けで陥るわけではなく，自己責任論では対処しき

れない社会福祉的課題である．本書は社会学的視

点から，国際比較が可能なデータを詳細に分析し

て日本の不平等を捉え，少子高齢化という人口変

動のなかで，新たな社会制度の仕組みを構築する

ことが急務であることを再認識させてくれた優れ

人間福祉学研究 第３巻第１号 2010. 11

147



た研究書といえるだろう．

リプライ

日本の不平等を考える
―少子高齢社会の国際比較

東京大学大学院人文社会系研究科 白波瀬 佐和子

自らが著した本も一旦書店に並べば，読者のも

のとなる．必ずといってよいほど酷評はあるし，

メッセージが誤解されることもある．また，「こ

んな読み方もあるのか」と意外な解釈に新たな発

見をしたりもする．拙書の中心的なメッセージの

一つは，「欧米と比較した日本の位置づけは欧米

と大きく変わらず，少子高齢化に伴う社会問題は

先進資本主義国に共通する」ということであった．

いくつかの書評ではこのメッセージをもって「そ

れほど面白くもない知見」と記された．この知見

に込めた私の「想い」ははかなくもさらりとかわ

されてしまった，というのが正直な感想である．

そのような中，大和三重氏による書評は的を射

ており，国際比較分析に込めた私の想いを十分斟

酌していただいた．この点について，まずお礼を

申し上げる．リプライとして，大和氏からご指摘

があった３つの点について私なりの考えを述べた

い．３つの点とは，第 1に，意識と実態のズレの

大きさの中身について，第 2にジェンダー格差解

消にあたって「すべての者が労働参加」する前提

に対する問題点について，そして，第 3に，「家族

の定義を柔軟にする」という提言の不明瞭さにつ

いて，である．

第 1の意識と実態のズレについては，社会の中

で自らがどの位置にいるかを判定する階層帰属意

識の散らばりと，所得分布の散らばり（ジニ係数

によって代表）がどの程度一致していないかを

もって，「意識と実態のズレ」とした．しかしなが

ら，大和氏のご指摘の通り，両者のズレの中身に

ついての議論は不十分であった．確かに，個人の

意識から測った社会的地位の散らばりと所得をも

とにした散らばりが一致することが，個人の意識

が実態を反映させる程度が高いとは必ずしもいえ

ない．言いかえれば，個人の意識が実態をどの程

度反映しているかの問いは，単純に両変数の相関

をみればよいことでもあるので，両者の分散を比

較することがここでの問いへの唯一無二の答えと

は必ずしもならない．

それでも，ここで明らかにしたかったことは，

1990 年代終わり，人々は世の中に経済格差がある

ことに目覚め，格差論が活発化したが，そこでの

人々の意識はマクロな実態を必ずしも的確に反映

しておらず，意識をもって社会の実態を語り，さ

らに政策議論を展開するのは注意が必要だ，とい

うことである．当時の諸言説の動向は，まるでこ

れまで格差がなかったかのような世論の錯覚が見

え隠れした．だからこそ，「意識と実態のズレ」を

実際のデータで提示する意味があると考えた．

意識と実態は一対一の二次元的空間で規定され

ているわけではなく，個人にとっての格差感や不

平等感は，個人の限られた生活空間を通した実態

をもってリアリティ化した結果ともいえる．この

思考過程自体，ある意味，マクロな状況を即時的

かつ直接的に反映させることを前提としておら

ず，意識と実態の間のズレは不可避ともいえる．

それでも，実際の所得の分散よりも個人の意識の

散らばりが大きいとする指摘は，人々の意識をよ

りどころにする言説には少なからぬ「ぶれ」が内

包されていることを示唆し，また高揚した格差拡

大論への警告を意図するものであった．

第２点目のジェンダー格差解消にあたっての提

言に対して，ジェンダーを男か女の二値変数とす

ることで「すべてのものが労働参加」する意味を

単純化していないか，というご批判である．この

点も大和氏のご指摘は重要である．拙書では，

ジェンダー間のみならずジェンダー内に存在する

異質性，階層差については十分議論されていない．

男性についてもそうであるが，女性についてもそ

の内的階層性を十分考慮せずに「すべての者が労
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働参加する」ことを提言することは問題である．

さらに，働くか・働かないかは，単純な二者選択

ではなく，「働けない」という状況が存在する．特

に，男性であろうが，女性であろうが，病気を抱

えるもの，障害をもつものなど，働くか否かの選

択からだけでは就労に関する問題を十分議論する

ことはできない．

ジェンダーを超えた社会的格差もさることなが

ら，まずはジェンダー間の格差を解消すべきでは

ないか．これが拙書のメッセージである．性別役

割分業や高学歴女性の断続的な就労参加は，欧米

に認められない日本の特徴であった．ジェンダー

間格差のみならず，ジェンダー内格差も視野にい

れたジェンダー中立的な制度の構築が急務である

ことに違いない．しかしながら，ジェンダー間に

歴然と存在する格差の解消は，最優先課題のひと

つとはいえまいか．

最後に，「家族の定義を柔軟にする」という提言

の中身についてである．大和氏がご指摘されたよ

うに，「定義を柔軟にすればいまの問題が解決で

きるのか」といわれると決してそうではないし，

また，単に定義を柔軟にしても，実際の制度自体

が硬直的であれば，結局は何も変わらない．ただ，

ここで述べたかったことは，社会制度を設立する

にあたって，政策理念を考える際，まず，家族を

どう定義するかがその後の理念や制度に大きく影

響を及ぼすということである．定義を柔軟にする

具体例として，諸制度の受給資格要件を緩めるこ

とが考えられるが，そこではかならずフリーライ

ダーの問題がでてくる．例えば，失業手当の受給

資格要件を緩やかにして失業手当を受給しやすく

すると，あくせく働いて生活の糧を得るよりも失

業手当をもらった方が楽という状況が生まれて，

失業救済どころか失業を増やすことになりかねな

い．

しかしながら，受給資格要件を厳しくすること

が，失業者を減らすとは考えにくい．例えば，日

本の保護率は 2010 年 1000世帯あたり 24.0 と高

いとはいえない（国立社会保障・人口問題研究所

2010）．一方，働いても生活が楽にならないワー

キングプアが少なからずおり，厚生労働省が公表

した OECD基準で算出した相対的貧困率も 2007

年 15.7％と，加盟国 30 カ国中 4位とその高さが

際立った（厚生労働省 2010）．つまり，現実と制

度がうまくリンクしていないのである

どのようなものが制度を利用できるようにする

かの受給資格要件は制度の設立目的と関連して，

制度の内容を規定する最も重要な出発点となる．

つまり，どのような家族が，どのような問題を抱

えたときに，どのような制度で対応していくか．

そこでは常に，家族とは何かが問題となる．母子

家庭の貧困率の高さはアメリカ以上であるという

拙書の分析結果は，母子家庭の数自体がまだ極め

て少ない日本社会において，家族の多様性に対し

て制度的インフラがいかに未整備であることを示

すものであった．いかなるものも社会から排除し

ないための「柔軟な家族の定義」は，包括的社会

を形成する上の第一歩となる．

最後に，拙書を書評の対象としていただき，リ

プライの機会を与えていただいたことに心より感

謝する．リプライを通して，拙書の問題点を改め

て確認するとともに，さらなる研究テーマの発展

に向けた足がかりを得ることができた．この場を

借りて，お礼を申し上げる．
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